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食事券を事前購入された方へ

Q：食事券の発送時期は？
Ａ:7月末までに食事券を郵送させていただく予定で準備を進めています。

到着まで今しばらくお待ちください。
Q：食事券の有効期限は？
Ａ:2020年8月1日（土）～2021年1月31日（日）となります。

Q：領収書は発行されますか？
Ａ:食事券を店舗で使用する際、領収書の発行を依頼してください。

Q：会計処理はどうすればいいですか？
Ａ:以下の会計処理例を参考に税理士等と相談の上対応してください。

【会計処理例】
・食事券購入時
（仮払金）××× （現金）×××

・店舗利用時
（交際費等）××× （仮払金）×××

（雑収入）×××
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寄付型の支援をされた方へ

Q：寄付金控除の対象となりますか？
Ａ:ミラチケサガミハラは寄付金控除の対象外となります。

Q：法人が支出した寄付金の損金算入方法について
Ａ:法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入できます。

【損金算入限度額】

国税庁ＨＰより抜粋
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Q：使用済みの食事券はどうすればよいですか？
Ａ:店舗運営に関する資料の一環として、保管いただくことを推奨いたします。
詳しくは顧問税理士等にご相談ください。

Q：食事券の領収書の発行は必要ですか？
Ａ:お客様が希望される場合は領収書の発行のご協力をお願いいたします。

Ｑ：会計処理について
Ａ：以下の会計処理例を参考に税理士等と相談の上対応してください。

【会計処理例】
・支援金入金時
（現金）××× （前受金）×××【食事券購入分】

（雑収入）×××【寄附金分】

・食事券利用時
（前受金）××× （売上）×××
(売上割引)×××


